
仕 様 書 
 

 

１ 件  名   事業団ユニホーム（単価契約）購入 

 

２ 契約期間   契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 品名及び色 

 （１）トレーニングジャケット及びトレーニングパンツ 

①参考例示品について 

次に示す現行品と同等もしくはそれ以上のものとし、生産終了までに２年以上の

期間を有するものとする。 

    現行モデル 

・トレーニングジャケット…Ｅ－style ＵＺＴ２６９－５.ネイビー 

    ・トレーニングパンツ  …Ｅ－style ＵＺＴ３３６－５.ネイビー 

   ②指定色について 

上下ともに紺色とする。（厚手のもの） 

なお、ジャケットには左胸にネーム刺繍「草加市社会福祉事業団」を入れること

とする。刺繍糸は白色とする。 

 （２）ポロシャツ 

ドライポロシャツ（ポケット付き）トムス ３３０－ＡＶＰ 

    色・・・０１４ パープル（男女共通） 

 

４ 発注予定枚数 

トレーニングジャケット（刺繍付き）      ４枚 

トレーニングパンツ             ３６枚 

ポロシャツ                 ８７枚 

 

５ 積算方法 

  見積書には、１枚当たりの単価（税抜き）を記載するものとする。 

  また、支払金額に関しては、単価に発注予定枚数を乗じた額に、別途、消費税及び 

地方消費税の額を加えたものとし、送料も見積りに記載するものとする。 

 

   ６ 納入期限   第１回納入 令和６年７月末日 

 

   ７ 納入場所 

    （１）養護老人ホーム松楽苑        草加市柿木町１８８番地 

    （２）障害福祉サービス事業所つばさの森  草加市柿木町１１０５番地２ 

    （３）総合福祉センターであいの森     草加市柿木町２６１番地１ 

    （４）障害者グループホームひまわりの郷  草加市柿木町１１０４番地 

    （５）生活介護事業所そよかぜの森     草加市柿木町１２１３番地１ 

     

 



８ 共通事項 

 （１）受託者は、受託業務上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。 

 （２）受託者は、成果品等については事業団の承諾なしには、他のいかなる者に対して 

もそれを閲覧に供し、複写させ、譲渡したりまたは提供してはならない。 

（３）草加市との協定に基づき、受託者は、草加市環境マネジメントシステムの取組に 

  協力すること。 

 （４）草加市との協定に基づき、受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法 

律第 30号）及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た 

秘密を漏らしてはならない。 

 （５）草加市との協定に基づき、草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例 

（平成 19 年条例第 16 号）第 6 条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置

要綱（平成 8 年告示第 155 号）第 9 条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

① 受託者又は受託者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為

による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、事業団に

報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

② 受託者は、事業団及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じ

ること。 

（６）草加市との協定に基づき、受託者は草加市公契約基本条例（平成 26 年条例第 21

号）第 12条の規定に基づき、市長が定める賃金の基準額以上の賃金を労働者に支払

わなければならないことを勘案し、見積もりを作成すること。 

 

９ その他 

（１）規格仕様は、参考例示品と同等以上とする。 

同等商品の場合は、事前に資料、カタログ等を添付し、承認を得ること。  

（２）仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と協議すること。 

（３）業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 

10 問合せ先 

草加市社会福祉事業団事務局総務課 担当：櫻井 

   電話：０４８－９３０―０３１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


